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税金の種類　国税税金の種類　国税

直 接 税

間接税など

個人の年間を通じて得た所得にかかります。

会社などの法人の所得にかかります。

相続や遺贈によって取得した財産にかかります。

贈与によって取得した財産にかかります。

大規模な土地等の所有者にかかります。ただし、平
成10年以降、当分の間課税されません。

事業を営んでいる法人の所得または収入などにかか
ります。法人事業税（県税）とあわせて納めます。

国内において事業者が行った資産の譲渡や貸付け、
サービスの提供などにかかります。

清酒・ビール・しょうちゅうなどの酒類にかかります。

紙巻たばこや加熱式たばこ、パイプたばこなど各種たば
こにかかります。

ガソリンなどにかかります。

自動車の車検を受けるときなどに、自動車の種類や
重量などに応じてかかります。

原油・輸入石油製品・石炭などにかかります。

自動車燃料用の石油ガスなどにかかります。

航空機燃料にかかります。

契約書など法定の文書を作成するときにかかります。

不動産・船舶・会社などの登記や登録をするときに
かかります。

日本から出国の際にかかります。

貨物を輸入するときにかかります。

外国貿易のために入港する船にかかります。

電気を販売する電力会社にかかります。

所 得 税
及び復興特別所得税

法 人 税
地 方 法 人 税

相 続 税

贈 与 税

地 価 税

特別法人事業税

国内に住所がある個人にかかります。森 林 環 境 税

消 費 税

酒 　 税

た ば こ 税
た ば こ 特 別 税

揮 発 油 税
地 方 揮 発 油 税

航 空 機 燃 料 税

石 油 ガ ス 税

石 油 石 炭 税

自 動 車 重 量 税

印 紙 税

登 録 免 許 税

電源開発促進税

とん税・特別とん税

関 　 税

国際観光旅客税


